
　
来
週
11
月

30
日
は
、
い

い
看
取
り
・

看
取
ら
れ

「
人
生
会
議
」
の
日
と
さ
れ
て

い
る
。
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
愛
称
を
「
人

生
会
議
」
と
厚
労
省
が
決
定
し

発
表
し
て
4
年
経
つ
。
い
ま
だ

寸
評
子
に
は
し
っ
く
り
こ
な
い

▼
「
京
丹
後
市
認
知
症
と
と
も

に
生
き
る
ま
ち
づ
く
り
条
例
」

の
中
に
認
知
症
予
防
の
意
義

を
、「
認
知
症
に
な
る
の
を
遅

ら
せ
る
こ
と
ま
た
は
認
知
症
に

な
っ
て
も
進
行
を
緩
や
か
に
す

る
こ
と
を
い
う
」
と
定
め
て
い

る
。
予
防
と
い
う
と
な
ら
な
い

こ
と
と
思
わ
れ
る
と
困
る
か

ら
、
適
当
な
言
葉
が
な
く
苦
労

し
た
の
で
あ
ろ
う
▼
江
戸
か
ら

明
治
時
代
初
期
に
は
、
欧
米
か

ら
流
入
し
て
く
る
言
葉
を
そ
の

時
の
知
識
人
が
新
し
い
和
製
漢

語
を
作
っ
て
対
応
し
て
い
た
。

医
学
用
語
で
も
蘭
学
事
始
に
あ

る
よ
う
に
苦
労
し
て
和
製
漢
語

を
生
み
出
し
て
い
る
。
中
華
人

民
共
和
国
の
人
民
と
共
和
国
は

和
製
漢
語
と
の
こ
と
、
本
場
で

も
使
わ
れ
る
ほ
ど
の
出
来
栄
え

な
の
で
あ
ろ
う
。電
信
、電
話
な

ど
ま
で
は
で
き
た
が
、ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
の
頃
に
な
る
と
カ
タ
カ

ナ
で
済
ま
す
よ
う
に
な
り
、
今

や
、
カ
タ
カ
ナ
語
の
氾
濫
が
起

こ
っ
て
い
る
。
ド
ン
ド
ン
日
本

人
の
漢
語
力
が
落
ち
て
い
る
▼

最
近
と
み
に
気
に
な
る
の
が
、

「
既
往
歴
」と
い
う
言
葉
の
使
い

方
で
あ
る
。「
既
往
」す
な
わ

ち
、「
既
に
往
っ
た
」な
の
に
、

既
往
歴
に
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
な
ど
と
書
い
て
あ
る
の

を
見
る
と
、
つ
い
つ
い
ノ
ー
ベ

ル
賞
も
の
と
思
っ
て
し
ま
う
。

言
葉
の
意
味
は
変
わ
っ
て
も
、

漢
字
本
来
の
意
味
は
変
わ
ら
な

い
は
ず
な
の
に
。 

（
門
雀
庵
）

　
河
野
大
臣
の
実

行
力
は
定
評
が
あ

る
。
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
義
務

化
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
（
マ

イ
ナ
カ
ー
ド
）
の
保
険
証
化
、

従
来
の
保
険
証
廃
止
を
ぶ
ち
あ

げ
て
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
発
行

所
持
の
義
務
化
を
ぐ
い
ぐ
い
現

実
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
保
険
証
化

は
と
も
か
く
、
従
来
の
保
険
証

廃
止
に
は
協
会
は
反
対
で
あ

る
。
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
所
持
使

用
は
、
自
分
の
行
政
デ
ー
タ
に

関
す
る
権
利
と
し
て
自
己
決
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
国
の
本
気
度
を
見
れ
ば
、

そ
れ
ら
を
撤
回
さ
せ
る
努
力
と

と
も
に
、
実
現
さ
れ
た
時
に
起

こ
る
問
題
を
最
小
化
す
る
こ
と

も
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
岸
田
首
相
は
、
保
険
証
機
能

を
持
つ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
を
持
た
な

く
て
も
不
都
合
の
な
い
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
と
発
言
し
た
が
、

そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
そ
も
そ

も
マ
イ
ナ
保
険
証
自
体
が
要
ら

な
い
。
不
便
は
必
ず
あ
る
。
医

療
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
へ
の
致
命

的
な
制
約
の
有
無
を
検
証
す
る

お
手
盛
り
で
な
い
シ
ス
テ
ム
を

準
備
し
、
発
生
し
た
問
題
が
解

決
し
な
い
な
ら
撤
回
も
た
め
ら

う
べ
き
で
は
な
い
。

　
国
民
に
番
号
を
割
り
振
っ
て

各
個
人
の
公
的
デ
ー
タ
を
紐
付

け
す
る
こ
と
は
、
デ
ジ
タ
ル
化

社
会
と
し
て
避
け
ら
れ
な
い
。

自
身
の
デ
ー
タ
へ
の
簡
易
な
ア

ク
セ
ス
な
ど
、
国
民
に
と
っ
て

の
利
便
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
。

デ
ジ
タ
ル
国
家
の
名
目
で
、
マ

イ
ナ
カ
ー
ド
を
用
い
た
国
民
側

の
各
種
行
政
手
続
き
が
ひ
た
す

ら
増
え
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。

各
デ
ー
タ
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ

な
が
れ
ば
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
悪
用
す
る
試
み
も
常
に
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
こ
ま
で
踏
ま
え

た
管
理
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
を
求
め
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
社
会
保
障
番

号
が
個
人
証
明
の
基
本
に
な

る
。
韓
国
で
は
、
身
分
証
に
付

与
さ
れ
た
住
民
登
録
番
号
で
個

人
の
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
。
と
も
に
、
番
号
そ
の
も
の

を
使
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　
本
来
、
日
本
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
構
想
も
番
号
そ
の
も
の
が

重
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

カ
ー
ド
を
目
隠
し
カ
バ
ー
に
入

れ
、
番
号
は
人
に
見
せ
な
い
と

い
う
規
則
が
初
め
に
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
日
本
の
場
合
は
、

カ
ー
ド
そ
の
も
の
を
個
人
認
証

の
道
具
に
し
て
し
ま
っ
た
。
自

ら
の
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る

手
段
を
各
医
療
機
関
に
お
い
て

保
証
す
る
構
想
は
理
解
で
き
る

も
の
の
、
番
号
だ
け
で
は
悪
用

さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
む

し
ろ
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
し
て
の

カ
ー
ド
の
重
要
性
が
前
面
に
き

つ
つ
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
の
性
急
な
義
務
化
の
た
め

に
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
は
払
底

し
、
シ
ス
テ
ム
導
入
も
順
番
待

ち
で
な
か
な
か
進
ま
な
い
。

　
「
各
施
設
が
そ
れ
に
対
応
し

た
機
器
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け

な
い
」
こ
と
で
起
こ
る
社
会
全

体
の
コ
ス
ト
増
を
国
は
補
助
金

で
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
一
時
的
な
補
助

金
で
済
む
問
題
で
は
な
い
。

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
依
存
し
た
シ

ス
テ
ム
は
定
期
更
新
を
必
要
と

す
る
。
S
D
Gs
が
言
わ
れ
る

今
、
維
持
そ
の
も
の
に
多
く
の

資
源
が
必
要
な
行
政
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
義
務
化
は
今

の
政
府
方
針
と
し
て
も
、
今
後

に
お
い
て
、
カ
ー
ド
や
読
み
込

み
端
末
に
依
存
せ
ず
、
場
所
に

か
か
わ
ら
ず
に
本
人
確
認
が
で

き
、
安
全
に
各
行
政
デ
ー
タ
が

紐
付
け
さ
れ
た
、
本
当
の
意
味

で
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
シ
ス
テ

ム
」
の
実
現
こ
そ
目
指
す
べ
き

で
あ
る
。

“
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
”に
立
ち
返
れ

国に感染症法案の見直しを
府に第８波体制強化求める

感
染
症
対
応
体
制
の

抜
本
的
強
化
を

　
開
会
中
の
国
会
で
、「
感
染

症
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」
が
審
議
さ
れ
て
い
る
。

施
行
日
は
2
0
2
4
年
4
月

で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
限
定
せ
ず
、
今
後
襲
来

し
得
る
全
て
の
新
興
・
再
興
感

染
症
等
を
対
象
と
す
る
。

　
法
案
で
は
、
医
療
機
関
と
都

道
府
県
と
の
間
に
新
た
な
協
定

締
結
の
仕
組
み
の
導
入
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
協
定
は
、
病

床
、
発
熱
外
来
、
自
宅
療
養
者

に
対
す
る
医
療
の
提
供
、
後
方

支
援
、
人
材
派
遣
の
い
ず
れ
か

1
種
類
以
上
の
実
施
を
想
定
す

る
。
全
て
の
医
療
機
関
に
対
し

て
、
協
定
締
結
の
協
議
に
応
じ

る
義
務
を
課
し
、
協
定
に
従
わ

な
い
場
合
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
も
盛

り
込
ま
れ
た
。

　
な
お
、
医
療
機
関
に
対
す
る

財
政
支
援
に
つ
い
て
、
法
案
の

示
す
内
容
は
極
め
て
不
透
明
で

あ
る
。
感
染
初
期
の

特
別
な
協
定
を
締
結

し
た
医
療
機
関
に

は
、「
流
行
初
期
医

療
確
保
措
置
」
と
し

て
診
療
報
酬
と
補
助

金
に
よ
る
補
て
ん
が

示
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
一
定
期
間
経
過

後
の
補
助
金
・
診
療

報
酬
上
乗
せ
に
つ
い

て
は
一
般
的
な
記
載

が
あ
る
だ
け
で
、
具

体
的
内
容
は
不
明
。

　
3
年
に
お
よ
ぶ
コ
ロ
ナ
禍
で

の
医
療
ひ
っ
迫
の
根
本
原
因

は
、
病
床
数
・
医
療
従
事
者
な

ど
を
は
じ
め
と
し
た
医
療
・
社

会
保
障
費
の
抑
制
政
策
に
あ

る
。
こ
れ
ら
の
総
括
が
な
い
ま

ま
、
感
染
症
対
応
体
制
の
抜
本

的
強
化
の
実
現
は
な
い
。

　
感
染
症
法
は
患
者
へ
の
「
良

質
か
つ
適
切
な
医
療
の
保
障
」

を
国
の
責
務
と
し
て
い
る
。
コ

ロ
ナ
禍
で
は
医
療
に
か
か
る
こ

と
が
で
き
ず
に
多
数
の
国
民
が

生
命
を
落
と
し
た
。
協
会
は
、

感
染
症
に
罹
患
し
た
患
者
を
確

実
に
医
療
へ
つ
な
げ
、
死
亡
者

ゼ
ロ
を
目
指
す
法
改
正
を
求

め
、「
感
染
症
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
の
再
検
討
を

求
め
る
意
見
」
を
内
閣
総
理
大

臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
京
都
選

出
国
会
議
員
、
参
議
院
厚
生
労

働
委
員
へ
11
月
8
日
付
で
提
出

し
た
（
表
1
）。

イ
ン
フ
ル
・コ
ロ
ナ
同
時
流
行

医
療
体
制
の
強
化
を

　
国
は
10
月
17
日
付
の
「
季
節

性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
の
同
時

流
行
を
想
定
し
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
応
す
る

外
来
医
療
体
制
等
の
整
備
に
つ

い
て
」（
事
務
連
絡
）
で
、
保

健
医
療
体
制
の
強
化
・
重
点
化

と
し
て
、
発
熱
外
来
は
重
症
化

リ
ス
ク
の
高
い
患
者
と
小
学
生

以
下
の
子
ど
も
の
患
者
に
制
限

し
、
そ
の
他
の
患
者
は
検
査

キ
ッ
ト
で
自
己
検
査
を
行
う
よ

う
示
し
た
。
陽
性
の
場
合
は
、

自
ら
健
康
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
セ

ン
タ
ー
に
登
録
し
て
自
宅
療
養

す
る
。
陰
性
で
あ
り
、
受
診
を

希
望
す
る
場
合
は
電
話
診
療
や

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
、
医

師
の
診
断
に
よ
り
抗
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
薬
の
処
方
が
可
能
と
し

て
い
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
い

ま
だ
不
明
な
点
が
多
く
、
健
康

な
若
年
世
代
で
あ
っ
て
も
急
変

し
、
生
命
を
落
と
す
危
険
性
が

あ
る
。
協
会
は
、
外
来
医
療
受

診
に
ハ
ー
ド
ル
を
設
け
ず
、
す

べ
て
の
患
者
が
確
実
に
必
要
な

医
療
に
つ
な
が
る
こ
と
を
求

め
、
11
月
17
日
に
京
都
府
へ

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
第
8
波
を
見
越
し
た
医
療
体

制
の
強
化
等
を
求
め
る
要
請

書
」
を
吉
中
理
事
よ
り
提
出
し

た
（
表
2
）。

　
吉
中
理
事
は
府
に
対
し
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
の
ク
ラ
ス
タ
ー
発

生
で
感
染
し
た
患
者
が
自
宅
療

養
後
に
受
診
し
た
事
例
を
紹

介
。
医
療
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て

い
る
患
者
へ
の
早
急
の
手
立
て

が
必
要
だ
と
訴
え
た
。
ま
た
、

全
数
把
握
の
見
直
し
以
降
、
府

の
自
宅
療
養
者
数
が
公
表
さ
れ

ず
、
国
に
報
告
さ
れ
る
社
会
福

祉
施
設
等
の
療
養
者
が
ゼ
ロ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
実

際
に
あ
る
も
の
を
な
か
っ
た
こ

と
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
参
考

値
で
も
一
定
の
根
拠
を
基
に
示

す
べ
き
だ
と
要
望
し
た
。
長
引

く
コ
ロ
ナ
禍
で
、
府
の
入
院
医

療
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の

あ
り
方
を
考
え
直
す
時
期
が
来

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

し
た
。
府
担
当
者
か
ら
は
関
係

部
署
と
共
有
し
た
い
と
回
答
が

あ
っ
た
。

コ
ロ
ナ
で
要
請

府
担
当
者
に
要
請
書
を
手
渡
す
吉
中
理
事

表１　感染症法改定案への意見内容

１�．�法改正は新興感染症に罹患し
た患者に対し、「確実な医療の
保障」を行い、いかに死亡者を
ゼロにするかを目的に行うこと
２�．必要とするすべての人が医療
につながることのできる目標設
定とすること
３�．対応不能な体制を改善しない
まま、医療機関に責任を押し付
けてペナルティを科すような仕
組みは導入しないこと
４�．感染症法等見直しにあたり、
医療確保・公衆衛生政策の再建
策を実施すること

表２　京都府への要請内容

１�．外来受診へのハードルを設
けず、自治体と医療者の協働
ですべての人へ必要な医療を
確実に保障していただきたい
２�．高齢者・障害のある人たち
の施設での「留め置き死」の解
消へ尽力いただきたい
３�．全数把握見直しによって後
退した新規陽性者にかかる
データ公表の充実をお願いし
たい
４�．病床確保料の見直しについ
て、府独自の補てんも検討いた
だきたい

2 0 2 2 年 （令和 4年） 1 1 月 2 5 日 第 3 1 3 4 号京 都 保 険 医 新 聞（ 1 ） 毎月10日・25日発行

主な内容

◆自動車保険・火災保険

◆針刺し事故等
補償プラン

◆休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）

◆医師賠償責任保険

０７５－２１２－０３０３

レ
セ
プ
ト
記
載
コ
ー
ド
化
で
要
請�

（
2
面
）

誰
の
た
め
の
医
療
Ｄ
Ｘ
か�

（
4
面
）

ワ
ク
チ
ン
対
応
で
消
費
税
課
税�

（
6
面
）
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政
策
部
会
部
員

小
泉
昭
夫

　
我
が
国
で
労
働
生
産
性
が
低

い
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
労
働
が
長
時
間
化

し
、
過
労
死
や
サ
ー
ビ
ス
残
業

な
ど
社
会
的
問
題
を
引
き
起
こ

し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
働
き
方

改
革
の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
特
定
の
業
種
を

標
的
に
し
た
施
策
で
は
な
い
。

　
そ
の
嚆
矢
は
、
2
0
1
7
年

9
月
8
日
、
厚
生
労
働
省
が
労

働
政
策
審
議
会
に
諮
問
し
、
答

申
さ
れ
た
「
働
き
方
改
革
を
推

進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱
」
で

き
く
変
え
る
意
図
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ア
ウ
ト
カ

ム
に
関
し
て
も
医
師
の
労
働
時

間
の
短
縮
だ
け
で
な
く
、
医
療

行
為
ご
と
に
消
費
さ
れ
る
労
働

時
間
の
標
準
化
も
実
現
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
、
労
働
生
産
性

を
国
際
的
に
比
較
す
る
こ
と

も
、
他
業
種
と
の
比
較
も
可
能

に
な
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る

と
、
筆
者
に
は
、
看
護
師
を
は

じ
め
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
事
務
職

が
属
す
る
病
院
施
設
の
中
で
、

医
師
は
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
専
門

職
と
し
て
病
院
と
契
約
し
、
複

数
主
治
医
制
の
基
に
単
位
的
に

医
療
行
為
を
行
う
光
景
が
浮
か

ん
で
く
る
。
働
き
方
改
革
自
体

は
極
め
て
単
純
な
作
業
の
積
み

重
ね
で
紛
れ
る
こ
と
は
な
い

が
、
ア
ウ
ト
カ
ム
の
選
択
や
、

Ｄ
Ｘ
に
よ
る
Ｉ
Ｔ
弱
者
の
存

在
、B

ig
D
ata

解
析
目
的

と
そ
の
商
用
利
用
、
個
人
情
報

あ
る
。
こ
の
提
言
で
は
、
労
働

時
間
の
上
限
規
制
の
導
入
や
、

雇
用
形
態
の
多
様
化
に
鑑
み
公

正
な
待
遇
が
求
め
ら
れ
た
。

　
医
療
に
お
い
て
も
病
院
の
医

師
に
つ
い
て
働
き
方
が
検
討
さ

れ
、
宿
日
直
な
ど
医
療
法
で
課

さ
れ
て
い
る
義
務
が
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、「
医
師

の
働
き
方
改
革
」
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
、

24
年
4
月
に
施
行
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。

こ
の
法
律
の
実
施
に

あ
た
り
厚
労
省
は
、

医
師
の
労
働
時
間
の
上
限
を
決

め
る
ほ
か
、
タ
ス
ク
シ
フ
テ
ィ

ン
グ
や
、
Ｄ
Ｘ
化
な
ど
種
々
の

方
策
を
提
言
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
今
回
の
改
革
で
は
、
政

府
が
医
療
の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く

介
入
す
る
た
め
、
病
院
を
中
心

と
し
た
医
療
の
構
造
も
将
来
大

の
所
有
権
、
医
療
の
在
り
方
な

ど
解
決
す
べ
き
難
問
は
多
岐
に

わ
た
る
。

　
特
に
、
提
案
さ
れ
て
い
る
医

師
の
働
き
方
改
革
は
、
地
域
医

療
構
想
、
医
師
の
偏
在
の
是
正

と
同
時
に
進
め
ら
れ
三
位
一
体

の
改
革
と
言
わ
れ
る
点
に
注
意

が
必
要
。
医
師
の

地
域
偏
在
の
解
消

策
と
し
て
、
物
理

的
距
離
の
解
消
の

た
め
の
Ｄ
Ｘ
化
と

し
て
、
遠
隔
医
療

の
導
入
が
推
奨
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
タ
ス
ク

シ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
し
て
特
定
看

護
師
の
活
用
が
チ
ー
ム
医
療
の

名
の
も
と
に
、
強
力
に
導
入
さ

れ
る
。
こ
の
三
位
一
体
の
改
革

は
、
医
療
者
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
の
改
善
と
い
う「
善
」

の
効
果
は
も
た
ら
す
が
、
同
時

に
、
当
然
医
療
の
内
容
と
投
入

さ
れ
る
労
働
時
間
の
デ
ー
タ
化

も
大
き
く
進
め
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
各
医
療
機

関
は
、
医
療
の
総
ボ
リ
ュ
ー
ム

（
Σ
労
働
時
間
×
医
療
者
）
の

上
限
が
決
め
ら
れ
、
そ
の
中

で
、
地
域
で
の
自
院
に
割
り
当

て
ら
れ
る
医
療
需
要
を
満
た
す

こ
と
に
な
る
。
医
療
行
為
の
標

準
化
と
消
費
さ
れ
る
労
働
時
間

の
標
準
化
を
も
引
き
起
こ
す
。

結
果
、
労
働
時
間
の
中
で
診
察

で
き
る
患
者
の
数
は
お
の
ず
と

決
定
さ
れ
、
診
療
報
酬
制
度
は

労
働
時
間
を
も
反
映
し
た
も
の

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
今
回
の
医
師
の
働
き
方
改

革
の
中
で
生
産
さ
れ
る
医
師
の

労
働
時
間
の
デ
ー
タ
化
を
含
ん

だ
医
療
情
報
は
、
極
め
て
医
療

計
画
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と

同
時
に
、
商
用
目
的
で
利
用
さ

れ
る
と
労
働
時
間
の
分
配
が
倫

理
規
範
を
超
え
、
病
院
経
営
の

視
点
か
ら
の
み
決
定
さ
れ
る
危

険
性
も
出
て
く
る
。

　
医
師
の
過
労
死
問
題
や
、
過

重
労
働
は
医
療
事
故
の
リ
ス
ク

を
高
め
る
な
ど
を
考
え
る
と

「
医
師
の
働
き
方
改
革
」
は
必

要
な
こ
と
で
あ
り
異
論
は
出
さ

れ
に
く
い
。
し
か
し
、
内
包
す

る
難
問
題
を
無
視
し
、
医
療
情

報
の
利
用
を
拙
速
に
進
め
る
と

「
監
視
資
本
主
義
」※
に
組
み
込

ま
れ
、
膨
大
な
非
契
約
の
裏
社

会
に
医
療
が
組
み
込
ま
れ
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
（
監
視
医
療
）。

病
院
医
師
の
み
な
ら
ず
開
業
医

も
こ
の
点
に
は
多
大
の
関
心
を

持
っ
て
見
守
る
必
要
が
あ
る
所

以
で
あ
る
。

　
保
団
連
は
11
月
10
日
、
レ
セ
プ
ト
記
載
要
領
コ
ー
ド

化
の
撤
廃
を
求
め
る
厚
生
労
働
省
要
請
を
参
議
院
会
館

内
で
実
施
し
た
。
厚
労
省
の
出
席
者
は
保
険
局
医
療

課
・
上
原
主
査
、
同
・
松
木
田
主
査
。
保
団
連
か
ら
は

山
崎
利
彦
理
事
、
事
務
局
8
人
、
紹
介
議
員
・
田
村
智

子
参
院
議
員
（
日
本
共
産
党
）
の
秘
書
1
人
が
参
加
。

京
都
協
会
か
ら
は
事
務
局
が
参
加
し
、
京
都
で
も
生
じ

て
い
る
問
題
に
対
し
改
善
を
求
め
た
。

レ
セ
プ
ト
記
載
要
領
コ
ー
ド
化
の
改
善
を

保
団
連

保
団
連 

厚
労
省
に
要
請

厚
労
省
に
要
請

　
最
初
に
、
医
療
機
関
の
負
担

増
防
止
等
の
観
点
か
ら
次
期
改

定
で
の
記
載
要
領
コ
ー
ド
化
の

撤
廃
を
求
め
た
。
厚
労
省
は

「
元
々
医
療
機
関
の
事
務
作
業

の
効
率
化
を
目
指
し
て
い
る
。

医
療
機
関
ご
と
の
表
記
揺
れ
等

が
な
く
な
り
、
審
査
の
効
率
化

で
減
点
が
減
る
こ
と
で
、
最
終

的
に
は
医
療
機
関
の
レ
セ
プ
ト

点
検
回
数
が
減
り
、
事
務
負
担

の
軽
減
に
繋
が
る
と
考
え
て
い

る
。
メ
ー
カ
ー
が
コ
ー
ド
化
に

対
応
し
て
い
な
い
た
め
に
、
医

療
機
関
に
負
担
を
強
い
て
い
る

点
は
、
今
回
示
さ
れ
た
事
例
を

関
係
者
と
共
有
し
て
改
善
を
図

り
た
い
」
と
回
答
し
た
。

　
次
に
、
現
状
の
レ
セ
プ
ト

「
摘
要
」
欄
コ
ー
ド
で
、
不

要
・
無
駄
で
あ
り
、
医
療
機
関

に
多
大
な
負
担
を
強
い
て
い
る

記
載
項
目
①
往
診
料
、
訪
問
診

「
指
摘
は
し
っ
か
り
検
討
し
、

次
期
改
定
で
見
直
せ
る
も
の
は

見
直
し
た
い
。
重
複
記
載
や
入

力
日
情
報
で
分
か
る
も
の
で
あ

り
、
不
要
と
の
指
摘
は
も
っ
と

も
だ
」
と
回
答
し
た
。

　
山
崎
理
事
は
「
コ
ー
ド
化
の

趣
旨
で
あ
る
『
医
療
機
関
の
事

務
作
業
の
効
率
化
』
が
メ
ー

カ
ー
、
ベ
ン
ダ
ー
へ
十
分
周
知

さ
れ
ず
に
改
定
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
対
応
可
能
な
シ
ス
テ
ム

が
で
き
る
ま
で
凍
結
し
て
ほ
し

い
。
ま
た
、
記
載
が
不
要
・
無

駄
と
思
わ
れ
る
コ
メ
ン
ト
入
力

が
多
数
存
在
し
て
お
り
、
厚
労

省
、
保
団
連
、
メ
ー
カ
ー
、
ベ

ン
ダ
ー
で
懇
談
し
て
改
善
す
る

こ
と
を
検
討
し
て
ほ
し
い
。
昨

年
も
検
討
す
る
と
回
答
が
あ
っ

た
が
、
こ
れ
で
は
昨
年
の
紹
介

議
員
へ
の
報
告
が
反
故
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
」と
詰
め
寄
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
厚
労
省
は

「
実
際
の
レ
セ
コ
ン
の
入
力
方

法
を
確
認
し
た
い
。
コ
ー
ド
が

増
え
続
け
て
い
る
の
は
事
実

で
、
次
回
改
定
時
に
は
ス
ク

ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
で

増
や
さ
な
い
、
も
し
く
は
微
減

で
き
る
よ
う
可
能
な
限
り
検
討

し
た
い
」
と
回
答
し
た
。

事
務
作
業
の
真
の
効
率
化
を

　
京
都
協
会
か
ら
は
、
①
在
宅

療
養
指
導
管
理
料
（
特
に
在
宅

自
己
注
射
指
導
管
理
料
）
の
薬

剤
、
特
定
保
険
医
療
材
料
を
院

外
処
方
箋
で
投
与
し
た
場
合
の

「
コ
ー
ド
誤
り
で
一
律
に
査
定
し
な
い
」

は
、
紹
介
議
員
を
通
じ
て
事
前

に
照
会
が
あ
っ
た
。
検
討
の
時

間
が
ほ
し
い
」
と
回
答
。
山
崎

理
事
は
「
10
月
診
療
分
の
レ
セ

プ
ト
は
す
で
に
提
出
し
て
い
る

が
、
新
規
の
コ
ー
ド
化
に
対
応

し
て
い
な
い
レ
セ
プ
ト
が
大
量

に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
改
善
要

請
の
検
討
結
果
が
出
る
ま
で
、

厚
労
省
か
ら
基
金
本
部
・
国
保

中
央
会
、
保
険
者
に
対
し
て

『
減
点
・
返
戻
は
す
る
な
』
と

言
っ
て
、
9
月
診
療
分
ま
で
と

同
じ
審
査
を
し
て
ほ
し
い
」
と

改
め
て
要
請
し
た
。
厚
労
省
は

「
基
金
・
国
保
に
言
え
る
か
言

え
な
い
か
も
含
め
て
、
持
ち
帰

り
検
討
す
る
」
と
回
答
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
11
月
16
日
、
紹

介
議
員
事
務
所
を
通
じ
て
、
厚

労
省
医
療
課
よ
り
保
団
連
に
対

し
「
支
払
基
金
本
部
・
国
保
中

央
会
の
双
方
に
厚
労
省
か
ら
要

請
を
行
い
、
10
月
診
療
分
以
降

の
請
求
に
つ
き
、
コ
ー
ド
の
誤

り
と
い
う
点
の
み
を
も
っ
て
、

一
律
に
返
戻
や
査
定
等
の
対
応

を
実
施
し
な
い
旨
を
確
認
し

た
」
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。

要
請
書
を
手
渡
す
山
崎
保
団
連
理
事

　
※
シ
ョ
シ
ャ
ナ・ズ
ボ
フ
著
『
監

視
資
本
主
義
人
類
の
未
来
を
賭

け
た
闘
い
』
東
洋
経
済
新
報
社
刊

療
料
、
在
医
総
管
の
往

診
、
訪
問
診
療
実
施
年
月

日
の
重
複
記
載
②
傷
病

名
、
実
施
し
た
検
査
名
か

ら
明
ら
か
な
「
部
位
」
の

記
載
③
審
査
支
払
機
関
の

縦
覧
点
検
で
確
認
可
能
な

6
カ
月
以
内
の
検
査
、
医

学
管
理
等
の
「
前
回
算
定

（
実
施
）
日
」
の
記
載
④

当
該
月
に
算
定
し
、
か
つ

算
定
年
月
日
の
記
載
を
求

め
た
項
目
―
の
即
時
廃
止

を
求
め
た
。
厚
労
省
は

「
薬
剤
名
・
支
給
日
数
等
の
記

載
」
が
明
確
で
な
く
混
乱
し
て

い
る
こ
と
②
在
宅
医
療
に
用
い

る
特
定
保
険
医
療
材
料
に
つ
い

て
、
在
宅
医
療
以
外
、
歯
科
、

調
剤
薬
局
含
め
て
4
種
の
コ
ー

ド
が
あ
り
、
適
切
に
選
択
で
き

ず
に
返
戻
が
相
次
い
で
い
る
な

ど
の
実
態
を
訴
え
た
。

　
厚
労
省
は
「
①
に
つ
い
て

2 0 2 2 年 (令和 4年) 1 1 月 2 5 日第 3 1 3 4 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月10日･25日発行

医
師
の
働
き
方
改
革
は

「
監
視
医
療
」
の
危
険
を
は
ら
む

認知症・
躁うつ病などでの
休業も補償

休業補償
制度

「精神障害補償」を
導入します 2023年1月1日から

詳細はいつでも事務局にお詳細はいつでも事務局にお
問い合わせ下さい。医療機問い合わせ下さい。医療機
関へもお伺いします。関へもお伺いします。

　
医
療
機
関
で
集
め
て
い
た
だ

い
た
署
名
は
協
会
宛
返
信
封
筒

で
送
付
か
、
フ
ァ
ク
ス
で
署
名

面
の
み
0
7
5・2
1
2・0
7

0
7
に
返
送
し
て
下
さ
い
。
署

名
用
紙
の
追
加
も
承
り
ま
す
。

保
険
証
廃
止
に
反
対
し
て
い
ま
す

署
名
に
ご
協
力
下
さ
い

このまま保険証が廃止されると
マイナンバーカードがないと
医療が受けられなくなるの!?

河野太郎
デジタル大臣が

表明
2022年10月13日

現行の健康保険証は
2024年秋に廃止 ! !
「マイナ保険証」に

切り替える

ネットでも署名を
受け付けています



　
第
2
回
は
、
医
師
の
過
失

（
注
意
義
務
違
反
）
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
す
。

1
過
失
の
判
断
基
準

　
医
療
訴
訟
に
お
け
る
医
師
の

過
失
の
判
断
基
準
は
、
次
の
経

緯
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
最
高
裁
昭
和
36
年
2

月
16
日
判
決
（
民
集
15
巻
2
号

2
4
4
頁
。「
民
集
」
と
い
う

の
は
、
最
高
裁
が
公
式
に
出
し

て
い
る
「
民
事
裁
判
例
集
」
の

略
で
す
）
が
医
師
の
過
失
の
判

断
と
し
て
、「
い
や
し
く
も
人

の
生
命
お
よ
び
健
康
を
管
理
す

べ
き
業
務
（
医
業
）
に
従
事
す

る
者
は
、
そ
の
業
務
の
性
質
に

照
し
、
危
険
防
止
の
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
最
善
の
注
意
を
要

求
さ
れ
る
」
と
し
た
の
が
始
ま

り
で
す
。
た
だ
し
、「
最
善
の

注
意
」
と
い
っ
て
も
あ
い
ま
い

で
、
判
断
基
準
と
は
い
え
な
い

も
の
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
最
高
裁
昭
和
57
年

3
月
30
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム

ズ
4
6
8
号
76
頁
・
高
山
日
赤

事
件
。「
判
例
タ
イ
ム
ズ
」
は

法
律
雑
誌
で
す
）
が
「
注
意
義

務
の
基
準
と
な
る
べ
き
も
の

は
、
診
療
当
時
の
い
わ
ゆ
る
臨

床
医
学
の
実
践
に
お
け
る
医
療

水
準
で
あ
る
」
と
述
べ
て
以

降
、「
医
療
水
準
」
を
判
断
基

準
と
す
る
こ
と
が
確
定
し
ま
し

た
。

　「
臨
床
医
学
の
実
践
」
に
お

け
る
医
療
水
準
は
、「
学
問
」

と
し
て
の
医
学
水
準
と
区
別
さ

れ
る
も
の
で
す
。「
学
問
」
と

し
て
の
医
学
水
準
は
、
学
術
的

問
題
が
基
礎
医
学
的
ま
た
は
臨

床
医
学
的
に
学
者
、
学
会
間
で

研
究
・
討
議
さ
れ
、
学
会
レ
ベ

ル
で
一
応
認
容
さ
れ
て
形
成
さ

れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
学
問
」
と
し
て
の
医
学
水

準
が
形
成
さ
れ
ま
す
と
、
そ
れ

を
基
に
、
医
療
現
場
で
の
実
践

2  

ど
の
医
療
機
関

で
も
同
じ
か
？

　
当
該
疾
病
の
専
門
的
研
究
者

の
間
で
、
そ
の
有
効
性
と
安
全

性
が
是
認
さ
れ
た
新
規
の
治
療

法
が
普
及
す
る
に
は
一
定
の
時

間
を
要
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
過
失
の
判
断
基

準
と
し
て
、
全
国
一
律
な
の

か
、
各
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異

な
る
の
か
が
争
わ
れ
た
も
の
と

し
て
、
最
高
裁
平
成
7
年
6
月

9
日
判
決
（
民
集
49
巻
6
号
1

4
9
4
頁
・
未
熟
児
網
膜
症
姫

路
日
赤
事
件
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
件
で
は
、
未
熟
児
網
膜

症
の
新
生
児
に
対
し
て
光
凝
固

法
を
実
施
し
な
か
っ
た
た
め
に

視
力
が
著
し
く
低
下
し
た
こ
と

に
つ
き
、
医
療
機
関
側
に
過
失

が
あ
る
か
が
問
わ
れ
ま
し
た
。

　
最
高
裁
は
、「
あ
る
新
規
の

治
療
法
の
存
在
を
前
提
に
し
て

検
査
・
診
断
・
治
療
等
に
当
た

る
こ
と
が
診
療
契
約
に
基
づ
き

医
療
機
関
に
要
求
さ
れ
る
医
療

水
準
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
す

る
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機

関
の
性
格
、
所
在
地
域
の
医
療

環
境
の
特
性
等
の
諸
般
の
事
情

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
事
情
を
捨
象
し
て
、
す
べ

て
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
診
療

契
約
に
基
づ
き
要
求
さ
れ
る
医

療
水
準
を
一
律
に
解
す
る
の
は

相
当
で
な
い
」
と
判
示
し
ま
し

た
。

　
こ
の
最
高
裁
判
決
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
医
療
水
準
は
医
療
機
関

に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
明
確

に
示
し
た
点
に
あ
り
ま
す
。

　
限
ら
れ
た
研
究
者
や
専
門
家

の
間
で
、
あ
る
治
療
法
が
確
立

し
て
い
て
も
、
各
医
療
機
関
に

普
及
し
て
い
な
け
れ
ば
、
医
師

の
注
意
義
務
を
問
う
医
療
水
準

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
新
し
い
治

療
法
は
通
常
、
先
進
的
な
研
究

機
関
を
有
す
る
大
学
病
院
、
総

合
病
院
、
小
規
模
病
院
、
診
療

所
と
い
っ
た
流
れ
で
普
及
し
て

い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

大
学
病
院
の
医
師
と
し
て
は
医

療
水
準
と
な
っ
て
い
て
も
、
開

業
医
で
は
医
療
水
準
と
な
っ
て

い
な
い
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　
ま
た
、
当
該
医
療
機
関
に
要

求
さ
れ
る
医
療
水
準
に
か
な
っ

た
医
療
行
為
を
行
う
た
め
に

は
、
し
か
る
べ
き
知
見
を
有
し

た
医
師
と
そ
れ
を
実
施
す
る
設

に
向
け
、
普
遍
化
す
る
た
め
に

研
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
結
果
、
実
践
適
用
の

水
準
と
し
て
、
専
門
家
レ
ベ
ル

で
ほ
ぼ
定
着
し
た
も
の
が
「
臨

床
医
学
の
実
践
」
に
お
け
る
医

療
水
準
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
例
え
ば
、
治
療
に
関
し
て
言

え
ば
、
医
療
水
準
と
は
、
安
全

性
・
有
効
性
が
確
立
し
て
い
る

治
療
法
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま

り
、
安
全
性
・
有
効
性
が
確
立

し
て
い
る
治
療
法
を
採
っ
た
か

が
過
失
の
判
断
基
準
に
な
り
ま

す
。

備
を
備
え
て
お
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
が
、
人
的
・
財
政
的

制
約
か
ら
医
療
水
準
に
か
な
っ

た
医
療
行
為
を
提
供
で
き
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合

に
は
、
医
療
行
為
を
実
施
す
る

こ
と
が
可
能
な
他
の
医
療
機
関

に
転
医
す
れ
ば
足
り
、
転
医
の

遅
れ
が
な
け
れ
ば
、
過
失
を
問

わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

5
ま
と
め

　
以
上
の
通
り
、
医
療
訴
訟
の

過
失
の
判
断
基
準
と
し
て
は

「
医
療
水
準
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
一
方
で
、
医
療
水
準
が
明

ら
か
で
あ
っ
て
、
義
務
か
ら
の

逸
脱
の
有
無
・
程
度
を
問
え
ば

足
り
る
場
合
に
は
、「
医
療
水

準
」
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
に

「
予
見
可
能
性
」
と
「
結
果
回

避
義
務
」
の
観
点
か
ら
過
失
の

判
断
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

3  

医
療
水
準
と
は

別
の
判
断
基
準

　「
医
療
水
準
」
は
、
未
熟
児

網
膜
症
の
新
生
児
に
対
し
て
光

凝
固
法
を
実
施
す
べ
き
か
を

巡
っ
て
争
わ
れ
ま
し
た
が
、
す

で
に
そ
う
し
た
議
論
を
す
る
ま

で
も
な
く
、
一
定
の
義
務
が
確

立
し
て
お
り
、
そ
の
義
務
か
ら

の
逸
脱
の
有
無
・
程
度
を
問
え

ば
足
り
る
場
合
に
は
、
医
療
水

準
を
援
用
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
高
裁
判
決
の
中
に

は
、
医
療
水
準
に
つ
い
て
触
れ

る
こ
と
な
く
、
悪
い
結
果
が
生

じ
る
こ
と
を
予
見
で
き
た
か
と

い
う
「
予
見
可
能
性
」
と
、
そ

の
結
果
を
回
避
す
る
義
務（「
結

果
回
避
義
務
」）
を
果
た
し
た

か
と
い
う
観
点
か
ら
、
過
失
の

判
断
を
し
て
い
る
も
の
も
多
く

あ
り
ま
す
。

　
そ
の
一
例
と
し
て
、
最
高
裁

平
成
15
年
11
月
14
日
判
決
（
判

例
タ
イ
ム
ズ
1
1
4
1
号
1
4

3
頁
）
が
あ
り
ま
す
。
食
道
が

ん
の
手
術
を
し
、
気
管
内

チ
ュ
ー
ブ
を
抜
管
後
に
患
者
が

喉
頭
浮
腫
に
よ
り
呼
吸
停
止
・

心
停
止
に
至
っ
た
場
合
に
、
再

挿
管
等
の
処
置
を
し
な
か
っ
た

こ
と
が
過
失
に
当
た
る
か
が
問

わ
れ
ま
し
た
。

　
最
高
裁
は
、「
当
時
の
患
者

の
状
態
か
ら
す
る
と
、
喉
頭
浮

腫
が
相
当
程
度
進
行
し
て
お

り
、
す
で
に
呼
吸
が
相
当
困
難

な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ

が
さ
ら
に
進
行
す
れ
ば
、
上
気

道
狭
窄
か
ら
閉
塞
に
至
り
、
呼

吸
停
止
、
ひ
い
て
は
心
停
止
に

至
る
こ
と
も
十
分
予
測
で
き
た

の
で
あ
る
か
ら
、
再
挿
管
等
の

気
道
確
保
の
た
め
の
適
切
な
措

置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」

と
判
示
し
て
お
り
、
医
療
水
準

に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
な
く
、

「
予
見
可
能
性（
上
気
道
狭
窄
か

ら
閉
塞
に
至
り
、
呼
吸
停
止
、

心
停
止
へ
の
可
能
性
）」と
「
結

果
回
避
義
務
（
再
挿
管
等
の
処

置
を
し
た
か
）」の
観
点
か
ら
、

過
失
の
判
断
を
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
呼
吸
停

止
・
心
停
止
に
至
る
こ
と
を
予

見
で
き
た
場
合
に
は
、
挿
管
等

の
気
道
確
保
の
た
め
の
適
切
な

措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
医
療
水
準
と
言
え

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自

体
は
医
療
水
準
と
し
て
確
立
し

て
い
る
た
め
、
触
れ
る
必
要
は

な
い
と
考
え
た
も
の
で
す
。

4
医
療
特
有
の
問
題

　
予
見
可
能
性
・
結
果
回
避
義

務
は
、
医
療
訴
訟
以
外
の
過
失

の
判
断
基
準
と
し
て
は
一
般
的

な
理
論
で
す
が
、
医
療
訴
訟
に

お
い
て
は
必
ず
し
も
適
合
し
な

い
面
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
重
大
な
副
作
用
が

生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
薬
剤
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
投
与
す
れ
ば

重
大
な
副
作
用
が
生
じ
る
可
能

性
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
を
使
用
し
な
い
こ
と
で
副

協会は
医療安全対策に
取り組んでいます

困ったときは
ご相談下さい

作
用
の
発
生
を
回
避
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
患
者
の
状
態
に

よ
っ
て
は
、
重
大
な
副
作
用
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

覚
悟
の
上
で
、
薬
剤
投
与
が
必

要
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
の
過
失
の
判
断
基
準

と
し
て
は
、
予
見
可
能
性
・
結

果
回
避
義
務
理
論
で
は
な
く
、

当
該
患
者
に
対
し
そ
の
薬
剤
を

投
与
し
た
こ
と
が
「
医
療
水

準
」
に
適
合
し
て
い
る
か
を
問

う
の
が
相
当
で
す
。

新型コロナウイルス関連の医療機関経営情報新型コロナウイルス関連の医療機関経営情報

大阪高等裁判所
部総括判事

大島 眞一

現役裁
判官が

現役裁
判官が

解説し
ます

解説し
ます

医療訴訟の
基礎知識 2

vol

万が一の時にそなえて！過
失
の判

断
基
準

2022年11月17日現在2022年11月17日現在

お問い　
合わせ先

【京都府】　 健康福祉部健康対策課　☎ 075-414-4742
kentai@pref.kyoto.lg.jp

【京都市】　 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
☎ 075-746-2600

新型コロナウイルス感染症
訪問診療等体制拡充事業京都府・京都市

実施期間
京都府 22年 6月１日～（期日の定めなし）

京都市 22年 6月１日～ 9月30日 12月31日

交付基準額

京都府
京都市

京都府から依頼を受けて実施した訪問診療等1回につき、
医療機関等の従事者 1人あたり
①医師・歯科医師：3万円　②その他職種※：1万 8千円
ただし、1人の陽性患者につき1日あたり一職種 2回を上限とする。
※ 主治医が新型コロナウイルス感染症治療及び自宅療養に必要と認める職種：
看護師、薬剤師、介護士等

制度概要

• 府、京都市ともに協力金の申請については、事前に訪問診療等協力機関として
登録が必要。京都市内の患者さんの場合は京都市、府内自治体の患者さんの場
合は京都府への登録が必要

•京都府 → 交付申請書、実施内容を記載する別紙（病院・診療所用）を提出 
　京都市 →  実績報告書､ 実施内容を記載する実績報告書別紙（医療機関用）、 

交付申請書兼請求書を提出

• 協力金の対象期間は新型コロナウイルス感染症患者の発生届が出てから、療養
解除となるまでの間

【京都府】
申請書類、提出先等は
こちらから ➡

【京都市】
申請書類、提出先等は
こちらから ➡

京都府および京都市では、種々の理由により自宅療養を余儀なくされる高齢者等に
対し、病状悪化時に、迅速に医療を提供することによって、安心して療養できる環
境を整備するため、府あるいは京都市からの依頼に基づき、自宅療養中の陽性者に
訪問診療等を実施する医療機関等に協力金が交付されます。

京都市が実施期間を延長 !

2 0 2 2 年 (令和 4年) 1 1 月 2 5 日 第 3 1 3 4 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月10日･25日発行



誰のための医療DX　　　か誰のための医療DX　　　か
――ねらいと現状、その背景ねらいと現状、その背景――

　医療のデジタル化は避けられないし、それを全否定する
ものではない。問題は、政府が進めようとしている医療DX
が一体誰のために取り組まれているのか、どういう背景が
あるのかということであり、これらについて報告する。

医療DXの狙い―医療費抑制と成長戦略

　医療DXの狙いの一つは、医療費抑制にある。骨太方針
2022に「医療・介護費の適正化を進めるとともに、医療・
介護分野でのDXを通じたサービスの効率化・質の向上を
図る」と盛り込まれ、岸田首相を本部長とする「医療DX
推進本部」が設置された。
　この前段として二つの提言が出されている。自民党政調
会「医療DX令和ビジョン2030」（2022年５月）は、「国民
自身が自らの健康づくりや健康管理に主体的に関与できる
ような環境を整備する」とした。経団連「新成長戦略」
（2020年11月）は、医療・社会保障の「持続性確保」と称
して、医療・社会保障の抑制政策を継続し、自分の健康は
自分で守ることだとして、「個人起点のヘルスケア」を求
める。これらは国民の健康増進や医療の向上を図るのでは
なく、国民に対して健康の自己責任と行動変容を強要し、
医療・社会保障の給付抑制を進めることが狙いであること
を示している。
　これをより具体的に打ち出したのが、財政制度等審議会
「建議」（2022年５月）であり、保険料を含めた医療給付費
「そのものへの規律の導入」が必要だとして、「給付費の伸
びと経済成長率の整合性」をとるように、経済成長率など
の指標に基づき医療給付費の伸びを抑制する数値目標を設
定するよう求めている。
　狙いのもう一つは、成長戦略。菅内閣は「デジタル社会
の実現に向けた改革の基本方針」（2020年12月）を閣議決
定し、「デジタル改革関連法案」を成立（2021年５月12
日、参議院本会議）させた。それはまさに、国民の個人情
報を収集し、デジタルデータとして集積し、国と自治体が
持つ膨大な個人情報とあわせて、企業がビジネスとして利
活用しやすい仕組みをつくり、企業の利益につなげるとい
う経団連の成長戦略と合致する。
　これらに使われる仕組みがマイナポータル（行政機関等
が持つ個人情報を確認できるマイナンバーカードを利用し
た政府が運営・管理する個人専用サイト）とPHR
（Personal Health Record）である。
　マイナポータルを通して個人の生涯にわたる健康・医療
データを、「本人の同意」のもとで、企業が運営している
個人のPHRにつなげる仕組みを構築。健康・医療情報だ
けでなく、個人の生活データ、購買データ、移動データな
ど、あらゆる個人情報を紐付けし、個人のPHRとつなげ
て利活用することや、企業がPHRに集積された個人情報
を「本人の同意」に基づき２次利用する―ことを求める。
ただ、果たして十分に理解した上での本人同意なのかにつ
いては怪しいところだ。

医療DXの基盤 
― マイナンバー制度と資格確認システム

　医療DXはマイナンバー制度を基盤にしている。同制度
は、▽マイナンバー（12桁）▽マイナンバーカード▽公的
個人認証による電子証明書―の三つから成る。
　マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」に該当
し、本人の同意があっても、第三者提供は禁止されてい
る。マイナンバーの利用範囲は、①社会保障（医療保険の
保険料徴収や現金給付、生活保護給付、特定健診等記録の
被用者保険間の連携、予防接種記録の自治体間連携など）
②税③災害救助―の３分野で、「名寄せ」を行って、同一
人物の情報であることを確認する。
　一方、マイナンバーカードはICチップを搭載し、「公的

個人認証による電子証明書」という、本人であることを電
子的に証明する「本人確認機能」が備わっている。本人確
認機能の要となる電子証明書シリアルナンバー（発行番号）
は、マイナンバーと違って特定個人情報（利活用範囲を制
限）には該当しない。このため、電子証明書を内蔵してい
るマイナンバーカードをオンライン資格確認などに利用で
きる。
　2019年５月に成立した改正健康保険法で、マイナンバー
カードによる「電子資格確認」が法定化され、省令で健康
保険証による資格確認が定められた。保険者はあらかじめ
被保険者「個人番号」をオンライン資格確認等システム
（以下、資格確認システム）に登録・更新する。
　資格確認システムは、「マイナ保険証」の電子証明書シ
リアルナンバーと被保険者「個人番号」を１対１で対応さ
せて管理する。資格情報（氏名、性別、生年月日、保険者
名、被保険者番号、一部負担割合、資格取得・喪失日、限
度額情報等）と医療情報（処方薬、特定健診、９月から透
析、医療機関名、2023年５月から手術を追加予定）を紐付
けて、保険者をまたがって一元管理する。結局は、被保険
者「個人番号」で管理しているので、あえてそこにマイナ
保険証の電子証明書シリアルナンバーを割り込ませて関連
付けているのは、狙いがマイナンバーカードを取得させる
ためである。
　資格確認システムは支払基金・国保中央会が運用・管理
しているが、これを拡充し、電子処方箋（2023年１月運用
開始）や電子カルテ情報（2025年以降運用開始）を収載す
る予定で、医療情報の集中管理サーバーを構築する方向で
ある。国が個人の医療情報を集積・管理・利活用する巨大
システムの構築が進められている。
　マイナンバーカードはそのままでは「マイナ保険証」と
して利用できない。被保険者は、自らマイナポータルで、
「健康保険証としての利用申し込み」の登録を行うこと
で、「電子資格確認」が可能となる（登録数は2,776万件、
被保険者の約22％）。マイナポータルのアプリをインス
トールして、マイナンバーカードの電子証明書パスワード
（４桁の番号）を入力・登録する。パスワードは原則本人
が管理する。
　また、国は医療情報安定化基金を設け、医療機関に補助
金を交付するが、あくまで初期導入費用のみであって、シ
ステムの維持管理やセキュリティ確保などの費用について
は医療機関の持ち出しとなる。

医療現場でどのような問題が発生するのか

　医療機関等では、▽現行の保険証で受け付けた場合は、
職員が目視で本人確認後、PCに被保険者「個人番号」を
入力▽患者自ら「マイナ保険証」を顔認証付きカードリー
ダーに置く、あるいは４桁の暗証番号を入力する（職員の
目視による本人確認も可）。
　「マイナ保険証」で受診した場合、「マイナ保険証」を本
人以外が取り扱うことはできない。ただし、本人の同意を
得て、カード裏面のマイナンバーをカバーなどで隠した場
合は、職員などが「マイナ保険証」を預かることは可能と
されている。
　顔認証システムを使うことが困難な場合も、代理で職員
などが４桁の暗証番号を入力することは不可とされる。特
別養護老人ホームなどでは、緊急時にも受診できるよう入
所者の保険証を預かっているが、「マイナ保険証」はより
厳重な管理が求められる。
　現行保険証は月初めに窓口に提示するが、「マイナ保険
証」は受診のたびに、顔認証付きカードリーダーに置き、
医療情報提供の画面にタッチする必要がある。高齢者など
不慣れな人や認知症の人、障害のある人が自力で「マイナ
保険証」を使うのは困難で、職員に手助けを求めた場合、
患者本人以外が「マイナ保険証」と接触するのは避けられ

ない。
　健康保険証利用のために、日常的にマイナンバーが見え
る「マイナ保険証」を持ち歩けば、院内外でカードの紛失
や盗難、マイナンバー流出などのリスクが増大、プライバ
シー侵害などを引き起こす懸念がある。
　保険資格はあっても、マイナンバーカードに内蔵されて
いる電子証明書の有効期限が切れたら、「マイナ保険証」
として使えなくなる。そのために５年（自身の誕生日）ご
とに交換のため、自ら役所に出向かなければならない。 
カード自体も、10年ごと、未成年者は５年ごとに更新する
必要があるため、自ら役所に出向いて受け取らなければな
らない。
　資格確認システムについて、サイバー攻撃から守るなど
のセキュリティ対策、システム維持・管理は医療機関の責
任となる。個々の医療機関に任せるのではなく、国の責任
と財政支援などについて明確化する必要がある。中医協答
申書の附帯意見には、年末頃の導入実態を把握した上で、
期限の再設定も含めて検討することが盛り込まれている。
このままでは医療現場や患者が混乱する恐れがあるため、
2023年４月以降の義務化撤回を求める運動が重要な局面に
ある。国民の理解を得ながら進めるためにも、「これまで
通り健康保険証を交付する」ことを求める運動と一体で進
める必要がある。

「データヘルス集中改革」の推進

　資格確認システムを拡充し、マイナンバーカードの電子
証明書シリアルナンバーと紐付けることで、三つの
ACTIONの運用が可能となる。①医療情報を全国の医療
機関等で共有できる「全国医療情報プラットフォーム」の
創設②電子処方箋の導入③自身の保健医療情報を活用でき
るPHR 拡充―である。
　全国医療情報プラットフォームについては、レセプト薬
剤情報・特定健診情報に追加し、医療機関名、透析・手術
情報、ワクチン等の予防接種や自治体検診情報、電子処方
箋、電子カルテ等の医療情報について、「本人同意」のも
と閲覧・共有できるようにする。
　電子処方箋については、2023年１月から運用開始予定。
政府は2025年３月末には資格確認システムを導入した「概
ね全ての」医療機関・薬局での導入を目指す方針。現状、
政府は電子処方箋導入はあくまで任意としており、患者も
紙の処方箋か、電子処方箋かを選ぶことができる。患者の
本人確認や処方・調剤情報を提供することへの同意につい
ては、現行の健康保険証と「マイナ保険証」のどちらを用
いても可能である。
　PHRは、マイナンバー法において「利用制限」などは
課されていないマイナポータルを通して、自身の生涯にわ
たる健康診断や治療・処方履歴、電子カルテを含む医療情
報を閲覧・共有することが可能となる。
　マイナポータルは、個人が負担する税・社会保険料の範
囲内に社会保障給付を抑える「社会保障個人会計」のシス
テム基盤にも変容することが可能である。骨太方針2021に
は、「リアルタイムで世帯や福祉サービスの利用状況、所
得等の情報を把握する仕組を」具体化することが盛り込ま
れた。マイナポータルを通したPHRの拡充は、「社会保障
個人会計」の導入に向けた地ならしとなる懸念がある。

国民生活の利便性も社会経済活動も発展させる 
デジタル化を

　個人情報は極力、分散管理することが鉄則だが、政府は
民間も使って一元的に管理する方向を目指している。デジ
タル化された大量の個人情報を効率的に収集・集積できる
だけでなく、社会保障給付抑制への利活用や、国民を監視
する社会システムの構築へつなげることも可能になる。そ
のため、個人情報を受け取り、集積する側（国や企業な
ど）が、何に利用しているのか、誰が監督するのか、透明
性を確保することが不可欠である。
　個人情報の利活用は、データ保護という信頼の上に成り
立っている。デジタル化の進展に対応して、個人情報保護
やプライバシー権を強化するための基本的な制度の整備が
同時に行われる必要がある。
　いま問われているのは、誰のための医療DXか、社会の
デジタル化なのか、ということ。企業の利益ばかりを追求
し社会経済格差や健康格差が拡大することや、社会保障給
付抑制への利活用、社会を委縮させるデジタル監視社会へ
向かうのではなく、プライバシー権を強化することを前提
に、国民生活の利便性も社会経済活動も発展させるという
社会のデジタル化こそが大事ではないか。

寺尾 正之 氏（公益財団法人 日本医療総合研究所）

本稿は、協会内学習会（９月４日）での寺尾氏の講演概要である。
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日　時   2023年 1 月31日 （火） 午後 2 時～ 4 時
場　所  会　場：京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ 

ウェブ：Zoomミーティング
講　師 桂労務社会保険総合事務所所長

桂 好志郎 社会保険労務士
参加費  一人1,000円（要申込）　　 協　賛 有限会社アミス
※ 当日のテキスト『医院経営と雇用管理2022年改訂版』は、12月10日発行の本紙第3135号に同
封し会員あてに１冊お送りする予定です。当日販売（1,500円）もします。

※ ウェブ参加の場合は、参加費請求書をお送りし、入金確認後に申込時メールアドレスに参加用
URLを送信します。参加費は１月20日（金）までにお振込み下さい。
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、
他

臓
器
の
存
在
が
直
視
で
き
る
た

め
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
付

き
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
内
視

鏡
下
手
術
は
開
腹
手
術
に
比

べ
、
傷
が
小
さ
く
術
後
の
痛
み

が
少
な
く
入
院
日
数
が
短
い
低

侵
襲
手
術
と
考
え
ら
れ
る
。
今

回
の
事
故
は
、
開
腹
手
術
で
あ

れ
ば
そ
の
発
生
は
防
げ
た
か
も

し
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
開
腹
手
術
に
お
い
て

も
あ
る
一
定
の
確
率
で
同
様
の

事
故
は
起
こ
り
得
る
。

　
ま
た
本
件
の
よ
う
な
経
腹
腔

的
で
は
な
く
、
後
腹
膜
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
の
場
合
、
腸
管

損
傷
の
危
険
性
は
減
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
腹
腔
ア
プ
ロ
ー
チ

に
比
べ
視
野
が
狭
く
、
本
件
の

よ
う
に
用
手
補
佐
（
Ｈ
Ａ
Ｌ

Ｓ
）
下
で
ス
ペ
ー
ス
を
安
全
に

取
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
欠

点
が
あ
る
。
本
件
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
決
定
は
腹
部
手
術
の
既
往

歴
だ
け
で
な
く
、
腫
瘍
の
大
き

さ
・
位
置
、
腎
動
脈
・
腎
静
脈

の
本
数
や
走
行
な
ど
総
合
的
に

判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
前
述
の
い
ず
れ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
選
択
も
誤
り
で
は
な

い
。
腫
瘍
の
位
置
が
腎
中
極
か

ら
下
極
に
か
け
約
6
㎝
大

（cT
1b

）
の
後
腹
膜
に
突
出

す
る
腫
瘍
で
あ
っ
た
た
め
、
根

治
性
と
安
全
性
を
考
慮
し
、
腹

部
手
術
の
既
往
は
あ
る
が
、
腹

腔
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
し
た
こ

と
は
手
術
・
適
応
に
適
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
事
故
後
の
対
応
と
し
て
、
手

術
翌
日
に
ド
レ
ン
チ
ュ
ー
ブ
か

ら
の
排
液
の
異
常
に
気
付
き
、

原
検
出
は
、SA

R
S-C
oV
-2

単
独
、S

A
R
S
-C
oV
-2

・

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
同
時
検
出
、

SA
R
S-C
oV
-2・

Ｒ
Ｓ
ウ

イ
ル
ス
同
時
検
出
、SA

R
S-

C
oV
-2

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・

Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
同
時
検
出
（
10

月
28
日
追
加
）
が
あ
り
、
こ
れ

ら
は
コ
ロ
ナ
検
査
公
費
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

翌
朝
に
は
消
化
管
穿
孔
を
疑
い

緊
急
手
術
を
行
い
、
比
較
的
迅

速
に
行
っ
て
い
て
医
学
的
に
は

問
題
な
い
。
カ
ル
テ
か
ら
、
患

者
・
家
族
に
対
し
て
も
十
分
な

説
明
と
道
義
的
謝
罪
を
し
て
い

た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

〈
結
果
〉

　
弁
護
士
間
の
対
応
に
任
せ
て

い
た
が
、
患
者
側
か
ら
の
連
絡

が
途
絶
え
て
久
し
く
な
っ
た
た

め
に
、
事
実
上
の
立
ち
消
え
解

決
と
み
な
さ
れ
た
。

　
「
戦
争
：
武
力
に
よ
る
国
家

間
の
闘
争
」（
広
辞
苑
）
ほ
ど

人
間
行
為
の
中
で
、
愚
か
な
、

無
益
で
悲
惨
な
も
の
は
な
い
。

私
た
ち
は
戦
争
に
お
い
て
、
人

種
・
民
族
・
宗
教
間
の
対
立
、

資
源
・
国
境
争
い
、
軍
事
同
盟

な
ど
の
た
め
に
、
熱
狂
、
大
量

殺
人
、
環
境
の
破
壊
・
汚
染
、

人
権
侵
害
、
残
虐
行
為
、
難
民

流
出
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
放

棄
な
ど
圧
倒
的
な
負
の
側
面
を

見
る
。
恐
怖
、
興
奮
、
苦
悩
、

失
意
、
悲
哀
、
不
安
、
絶
望
、

恥
辱
、
悪
臭
な
ど
の
五
感
に
及

ぼ
す
影
響
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
も
見
逃

せ
な
い
。

　
現
在
、
私
た
ち
は
〝
人
新

世
〞
の
時
代
に
生
き
て
い
て
、

今
後
有
効
な
手
立
て
を
打
た

常
気
象
が
引
き
起
こ
し
た
災
害

は
数
知
れ
な
い
。「
パ
リ
協
定
」

で
合
意
し
た
2
0
3
0
年
ま
で

に
温
室
効
果
ガ
ス
を
半
減
、
2

0
5
0
年
に
ゼ
ロ
に
し
て
も

1
・
8
℃
上
昇
は
避
け
ら
れ
な

い
。
今
世
紀
末
に
は
約
2
・
5

℃
ま
で
上
昇
す
る
と
、
国
連
機

関
は
警
告
し
て
い
る
。
こ
の
11

月
エ
ジ
プ
ト
で
開
か
れ
た
Ｃ
Ｏ

ず
、
ず
る
ず
る
と
時
を
過
ご
せ

ば
、
地
球
環
境
の
悪
化
で
生
物

の
多
様
性
が
失
わ
れ
、
人
類
も

生
き
残
る
た
め
に
は
多
大
な
努

力
を
要
す
る
時
代
が
来
る
と
予

測
さ
れ
る
。

地
球
温
暖
化
で
あ
る
。
蒸
気
機

関
の
発
明
・
産
業
革
命
以
来
、

人
間
の
産
業
活
動
で
い
つ
の
間

に
か
温
室
効
果
ガ
ス
の
蓄
積
に

よ
り
、
現
在
地
球
の
平
均
気
温

は
1
・
1
℃
上
昇
し
た
。
近
年

の
熱
波
、
干
ば
つ
、
暴
風
雨
、

洪
水
、
森
林
火
災
、
氷
河
の
消

失
、
海
温
・
海
面
上
昇
な
ど
異

　
地
球
環
境
の
悪

化
の
中
心
は
気
候

変
動
で
あ
り
、
主

に
二
酸
化
炭
素
の

濃
度
上
昇
に
よ
る

は
な
い
。
地
球
温
暖
化
を
助

長
、
気
候
危
機
を
一
層
招
く
代

物
で
あ
る
。
戦
争
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
極
め
て
大
量
に
消
費
す

る
。
上
空
を
飛
び
交
う
ミ
サ
イ

ル
、
戦
闘
機
、
大
地
を
揺
ら
し

な
が
ら
走
る
戦
車
、
軍
用
ト

ラ
ッ
ク
、
発
電
機
、
兵
器
は
大

量
の
炭
素
化
合
物
を
吐
き
出
し

て
い
る
。
ま
た
爆
撃
に
よ
る
イ

ン
フ
ラ
や
車
両
の
破
壊
、
火
災

（
森
林
火
災
も
含
む
）
で
放
出

さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
も
半
端

で
は
な
い
。
軍
隊
の
維
持
や
大

量
移
住
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必

要
に
な
る
。
ま
し
て
破
壊
さ
れ

た
鉄
道
、
道
路
、
橋
な
ど
の
イ

ン
フ
ラ
整
備
、
建
造
物
、
荒
廃

し
た
農
地
・
森
林
な
ど
の
再
建

に
ど
れ
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

10
月
3
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政

府
は
ロ
シ
ア
侵
攻
の
環
境
被
害

は
3
6
0
億
ユ
ー
ロ
と
推
計
値

を
明
ら
か
に
し
た
。
今
回
の
戦

争
が
も
た
ら
し
た
大
気
汚
染
に

よ
る
被
害
額
は
約
2
5
0
億

ユ
ー
ロ
に
達
し
て
お
り
、
土
壌

被
害
に
対
処
す
る
に
は
さ
ら
に

1
1
4
億
ユ
ー
ロ

が
必
要
に
な
る
と

い
う
。
過
去
7
カ

月
間
の
戦
争
に
よ

り
3
1
0
0
万
ト

ン
の
Ｃ
Ｏ
2
が
排
出
さ
れ
た
。

こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

年
間
排
出
量
と
ほ
ぼ
同
水
準
と

な
る
。
さ
ら
に
、
破
壊
さ
れ
た

イ
ン
フ
ラ
や
建
物
を
再
建
す
る

た
め
、
今
後
7
9
0
0
万
ト
ン

の
Ｃ
Ｏ
2
が
排
出
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
。

　
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
（
国
連
環
境
計

画
）
の
イ
ン
ガ
ー
・
ア
ン
ダ
ー

セ
ン
事
務
局
長
は
10
月
6
日
来

日
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
単
独
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
応
じ
、
ロ
シ
ア
軍
の

激
し
い
爆
撃
な
ど
に
よ
り
ウ
ク

ラ
イ
ナ
国
内
で
水
質
や
土
壌
な

ど
、
深
刻
な
環
境
汚
染
が
広

が
っ
て
い
る
と
し
、
重
大
な
懸

念
を
示
し
た
。「
戦
争
に
よ
る

環
境
汚
染
の
影
響
を
除
去
す
る

た
め
に
は
、
何
十
年
も
か
か
る

こ
と
が
過
去
の
戦
争
か
ら
も
明

ら
か
だ
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
戦

闘
を
一
日
も
早
く
終
結
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

た
。
戦
争
は
気
候
危
機
の
元
凶

で
あ
る
。「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
」

を
早
く
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
、

今
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
地

球
温
暖
化
防
止
の
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
。
戦
争
反
対
、
気
候
危

機
を
叫
ぶ
世
界
中
の
人
々
と
連

帯
し
よ
う
。

（
環
境
対
策
委
員
山
本
昭
郎
）

戦
争
こ
そ
気
候
危
機
の
元
凶
で
あ
る

環
境
問
題

環
境
問
題
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Ｐ
27
で
の
世
界
の
合
意
が
鍵
と

な
る
。

2
月
24
日
、
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
が

突
然
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ
ア
間
の
戦
争

に
発
展
、
現
在
も
両
国
間
の
戦

闘
は
続
い
て
い
る
。
戦
争
ほ
ど

環
境
を
破
壊
、
汚
染
す
る
モ
ノ

お申込は
こちらから

お
詫
び
と
訂
正
（
保
険
診
療
Ｑ

＆
Ａ
・
No.
4
6
3
に
つ
い
て
）

　
本
紙
10
月
25
日
号
の
保
険
診

療
Ｑ
＆
Ａ
・
No.
4
6
3
に
お
い

て
「
Ｃ
1
0
1
在
宅
自
己
注
射

指
導
管
理
料
に
つ
い
て
、
院
外

処
方
の
場
合
も
薬
剤
名
、
薬
剤

支
給
日
数
の
コ
ー
ド
入
力
は
必

要
で
す
」
と
の
回
答
を
掲
載
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
11
月
に
入

り
、
会
員
か
ら
不
要
で
は
な
い

か
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
保

団
連
を
通
じ
て
厚
生
労
働
省
保

険
局
医
療
課
に
改
め
て
照
会
し

た
と
こ
ろ
、
11
月
16
日
付
で

「
自
己
注
射
対
象
注
射
薬
を
院

外
処
方
し
た
場
合
は
、
薬
剤

名
、
薬
剤
支
給
日
数
と
も
コ
ー

ド
入
力
は
不
要
」
と
Ｑ
＆
Ａ
が

改
め
て
示
さ
れ
ま
し
た
。
お
詫

び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

対　　象 京都府保険医協会会員
期　　間 10日間
貸出モデル CPR対応訓練用モデル

（除細動器の貸出可）
申　　込 京都府保険医協会事務局まで

救命救急対策に
救急蘇生モデルのご活用を

貸出
無料
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送
料
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父
は
医
大
の
卒
業
を
一
年
早

め
て
陸
軍
軍
医
〈
大
尉
〉
と
し

て
中
国
へ
従
軍
し
た
。
途
中
で

国
の
南
進
作
戦
が
で
て
ト
ラ
ッ

ク
諸
島
に
転
戦
し
た
。
と
い
っ

て
も
戦
争
と
は
と
て
も
い
え
な

い
状
況
だ
っ
た
そ
う
だ
。
武
器

も
な
け
れ
ば
、
ま
ず
食
べ
る
も

の
が
な
い
。
ゲ
リ
ラ
に
な
っ
て

ジ
ャ
ン
グ
ル
で
生
き
て
い
た
そ

う
。
出
発
時
は
熊
本
の
隊
に
配

属
だ
っ
た
。
多
く
い
た
隊
員
も

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
捕
虜
収

容
所
に
入
っ
た
時
に
は
、
た
っ

た
の
5
人
だ
け
だ
っ
た
。

　
奇
跡
の
生
還
を
果
た
し
た
理

由
を
「
お
父
さ
ん
が
医
者
や
か

ら
皆
つ
い
て
き
て
く
れ
た
」
と

言
っ
て
い
た
。

　
帰
っ
て
き
た
日
、
関
西
本
線

で
伊
賀
上
野
に
向
か
っ
て
い
る

軍
医
<
父
>
の
帰
還

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

３
年
が
経
過
し
て

垣田 さち子
（西陣）
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時
、
前
の
座
席
の
女
の
子
連
れ

の
お
父
さ
ん
が
義
兄
に
似
て
い

る
が
、
知
ら
な
い
女
の
子
と
い

る
の
で
違
う
と
思
っ
た
ら
し

い
。
義
兄
は
出
征
を
見
送
っ
て

6
年
の
歳
月
が
過
ぎ
、
が
っ
ち

り
し
た
体
格
の
父
が
30
㎏
台
の

激
や
せ
、
尖
っ
た
顔
で
戻
っ
た

の
で
分
か
ら
な
か
っ
た
。
女
の

子
は
い
な
い
間
に
生
ま
れ
た
姪

だ
っ
た
の
だ
。
同
じ
駅
で
降
り

同
じ
道
を
帰
り
始
め
て
分
か

り
、
姪
の
ト
ー
チ
ャ
ン
が
先
に

走
っ
て
知
ら
せ
た
そ
う
。
ど
ん

な
に
嬉
し
か
っ
た
ろ
う
。

　
帰
っ
て
し
ば
ら
く
の
間
、
父

に
は
妙
な
行
動
が
続
い
た
。
ド

ド
ド
ド
ッ
と
転
が
る
よ
う
に
二

階
か
ら
降
り
て
き
て
、
大
声
で

何
か
叫
ん
だ
そ
う
だ
。
ハ
ッ
と

気
が
つ
い
て
ま
た
静
か
に
二
階

の
自
室
に
戻
っ
た
そ
う
。「『
敵

が
攻
め
て
く
る
ぞ
』
み
た
い
な

事
を
言
う
て
た
ん
や
ろ
な
」
と

叔
母
は
言
っ
て
い
た
。

　
父
母
は
昭
和
22
年
に
結
婚
し

て
、
23
年
に
私
が
生
ま
れ
た
。

私
の
出
生
地
は
河
原
町
広
小
路

で
あ
る
。
住
ま
い
は
今
宮
神
社

の
鳥
居
の
あ
た
り
の
二
階
を
借

り
て
新
婚
生
活
が
始
ま
っ
た
。

　
父
は
府
立
医
大
に
戻
っ
た
。

そ
し
て
、
近
江
八
幡
病
院
の
院

長
と
し
て
赴
任
し
た
。

　
日
本
は
戦
争
に
負
け
、
全
面

降
伏
し
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下

に
お
か
れ
た
。
大
日
本
帝
国
憲

法
に
代
わ
る
民
主
憲
法
の
制

定
、
社
会
保
障
の
諸
制
度
の
制

定
・
実
施
等
目
ま
ぐ
る
し
く
社

会
変
革
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

　
医
療
界
は
ど
う
な
っ
て
い
た

の
か
。
ア
メ
リ
カ
の
占
領
統
治

レ
ポ
ー
ト
〝
ビ
バ
リ
ッ
ジ
報

告
〞
に
は
日
本
の
医
療
保
険
制

度
の
存
在
が
驚
き
を
持
っ
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本
の

医
療
皆
保
険
制
度
は
戦
前
に
つ

く
ら
れ
た
も
の
。
終
戦
時
に
は

資
金
も
枯
渇
し
、
携
わ
る
職
員

も
い
な
い
。
実
質
的
に
は
機
能

し
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
に

苦
し
み
な
が
ら
も
、
医
療
需
要

に
応
え
保
険
制
度
を
活
用
す
る

方
向
を
選
ん
だ
先
輩
達
に
敬
意

を
表
す
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
事
業
が
開
始
さ
れ
て
以
降
、

消
費
税
課
税
事
業
者
と
な
る
医

療
機
関
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
柴
田
陽
一
郎

税
理
士
に
留
意
点
を
解
説
い
た

だ
い
た
。

❖  

寄
　
稿  

❖

　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
個

別
接
種
が
2
0
2
1
年
（
令

和
3
年
）
よ
り
始
ま
っ
て
お
り

ま
す
。
接
種
に
伴
い
、
消
費
税

の
課
税
関
係
が
変
更
に
な
っ
て

い
る
医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
。

　
あ
ら
た
め
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
個
別
接
種
に
係
る
医

療
機
関
の
収
入
に
対
す
る
消
費

税
の
課
税
関
係
を
説
明
し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
接
種
対
策
費
負
担
金
（
い

わ
ゆ
る
接
種
の
費
用
）
に
つ
き

ま
し
て
は
、
医
療
機
関
に
お
い

て
消
費
税
の
課
税
売
上
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
と
は
別
に
、
個
別

接
種
促
進
の
た
め
の
支
援
策
と

し
て
一
定
回
数
以
上
の
接
種
を

行
う
医
療
機
関
に
支
払
わ
れ
る

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
消
費
税

の
課
税
対
象
外
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
自
由
診
療
等
の
課

税
売
上
高
が
年
間
1
0
0
0
万

円
以
内
の
た
め
免
税
事
業
者
で

あ
っ
た
医
療
機
関
が
、
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
収
入
が
増
加
し
た
こ

と
に
よ
り
年
間
の
課
税
売
上
高

が
1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
場

合
、
原
則
と
し
て
そ
の
超
え
た

年
の
翌
々
年
か
ら
消
費
税
を
納

め
る
事
業
者
と
な
り
ま
す
。

21
年
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
開

始
に
よ
り
自
由
診
療
収
入
等
の

課
税
売
上
が
増
加
傾
向
に
あ

り
、
年
間
の
課
税
売
上
が
1
0

0
0
万
円
を
超
え
る
場
合
、
原

則
と
し
て
23
年
よ
り
課
税
事
業

者
と
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

21
年
が
終
了
し
た
段
階
で
把
握

さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
が
多
い

か
と
存
じ
ま
す
。

　
で
は
、
納
付
額
の
計
算
に
向

け
て
、
何
か
検
討
し
て
お
く
べ

き
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
消
費
税
の
納
付
額
は
、
預

か
っ
た
消
費
税
か
ら
支
払
っ
た

消
費
税
を
差
し
引
き
し
て
納
付

額
を
計
算
し
ま
す
。
こ
の
計
算

を
行
う
た
め
に
は
、
少
々
複
雑

な
記
帳
や
申
告
、
書
類
の
厳
密

な
保
存
と
い
っ
た
事
務
負
担
が

伴
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
の
事
務
負
担
を
軽
減
す
る

方
法
と
し
て
簡
易
課
税
制
度
を

利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
し
ま
す

と
、
実
際
に
支
払
っ
た
消
費
税

の
集
計
が
不
要
に
な
り
、
預

か
っ
た
消
費
税
に
一
定
の
み
な

し
仕
入
れ
率
を
乗
じ
た
金
額
を

支
払
っ
た
消
費
税
と
み
な
し
て

納
付
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
簡
易
課
税
制
度
を

利
用
す
る
に
は
、
簡
易
課
税
制

度
を
選
択
す
る
旨
の
届
出
書
を

あ
ら
か
じ
め
所
轄
税
務
署
長
に

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
期
限
が
22
年
12
月
31
日
ま

で
と
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
が

必
要
で
す
。

　
最
後
に
、
簡
易
課
税
制
度
を

選
択
す
る
場
合
、
事
務
負
担
は

軽
減
さ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
納

付
す
る
消
費
税
額
が
軽
減
さ
れ

る
か
ど
う
か
は
各
医
療
機
関
の

状
況
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
事
前
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
や
過
去
の
届
出
状
況
の
把
握

が
重
要
で
す
の
で
、
早
め
の
確

認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
協
会
は
「
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
む
会
」
を
10
月
22
日
、
ホ
テ

ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
で
14
人
の
参
加
で
開
催
し
た
。
北

脇
久
士
（
ギ
タ
ー
）、
西
尾
寛
之
（
ベ
ー
ス
）
各
氏
の

デ
ュ
オ
、
会
員
を
交
え
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
秋
の
ひ
と
と

き
を
楽
し
ん
だ
。
以
下
に
参
加
記
を
掲
載
す
る
。

　
ジ
ャ
ズ
は
、
昔
か
ら
私
に

と
っ
て
一
番
の
癒
し
で
あ
る
。

　
保
険
医
協
会
か
ら
ジ
ャ
ズ
・

ラ
イ
ブ
の
案
内
が
届
い
た
時
に

は
嬉
し
く
、
す
ぐ
さ
ま
看
護
師

と
薬
剤
師
な
ど
4
人
の
女
性
ス

タ
ッ
フ
を
誘
っ
て
申
し
込
ん

だ
。
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
で

の
〝
ジ
ャ
ズ
・
ギ
タ
ー
〞
の
演

奏
会
。
当
日
が
待
ち
遠
し
く

て
、
毎
日
ウ
キ
ウ
キ
し
な
が
ら

過
ご
し
て
い
た
。

　
松
本
清
張
の
本
を
読
み
漁
る

以
外
に
趣
味
も
な
い
私
に
と
っ

て
、
音
楽
は
生
活
に
欠
か
せ
な

い
も
の
。
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず

聴
く
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
ム
ー
ド

音
楽
、
ロ
ッ
ク
、
ポ
ッ
プ
ス
な

ど
、
自
宅
の
Ｃ
Ｄ
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
も
幅
広
い
。
ジ
ャ
ズ
に
関
し

て
は
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ
ー
ド
も
積

み
上
が
る
ほ
ど
あ
る
が
、
実
は

〝
ジ
ャ
ズ
・
ギ
タ
ー
〞
を
探
し

て
み
た
ら
一
枚
も
な
か
っ
た
。

音
楽
好
き
を
自
称
し
て
い
た
は

ず
が
、
ギ
タ
ー
が
メ
イ
ン
の

ジ
ャ
ズ
・
ラ
イ
ブ
は
初
め
て

だ
っ
た
の
だ
。

　
京
都
を
中
心
に
活
躍
さ
れ
て

い
る
ギ
タ
リ
ス
ト
北
脇
久
士
さ

ん
の
演
奏
は
優
し
く
も
あ
り
、

力
強
さ
も
あ
り
、
メ
リ
ハ
リ
の

利
い
た
演
奏
。
ベ
ー
シ
ス
ト
は

西
尾
寛
之
さ
ん
で
、
体
の
芯
を

揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
低
音
も
大
変

心
地
よ
く
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

心
ゆ
く
ま
で
楽
し
め
た
。
新
鮮
て
く
だ
さ
り
、
保
険
医
協
会
に

は
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
日

常
の
忙
し
さ
を
忘
れ
る
よ
う
な

心
の
ゆ
る
む
時
間
と
機
会
を
、

こ
れ
か
ら
も
期
待
し
た
い
。
個

人
的
に
は
、
デ
ィ
キ
シ
ー
ラ
ン

ド
ジ
ャ
ズ
の
お
誘
い
が
あ
れ
ば

最
高
だ
な
、
と
願
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
来
年
こ
そ
、
以
前
の

よ
う
に
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
、

つ
ま
み
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

声
援
を
送
っ
た
り
歓
談
し
な
が

ら
、
演
奏
だ
け
で
な
く
ラ
イ
ブ

な
ら
で
は
の
高
揚
感
を
共
有
で

き
る
、
そ
ん
な
世
の
中
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
ば

か
り
だ
。

（
下
京
東
部
・
山
本
勇
治
）

だ
っ
た
ギ
タ
ー
の
ラ
イ

ブ
演
奏
、
こ
れ
か
ら
も

お
二
人
の
ご
活
躍
を
期

待
し
て
い
る
。

　
二
部
で
は
、
会
員
が

参
加
す
る
即
興
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
。
日
頃
、
ご
多

忙
で
あ
ろ
う
医
師
の
み

な
さ
ん
が
、
趣
味
の
楽

器
演
奏
に
夢
中
に
な
っ

て
お
ら
れ
る
姿
は
楽
し

く
、
ほ
ほ
え
ま
し
く
、

私
も
来
年
は
ト
ロ
ン

ボ
ー
ン
持
参
で
挑
戦
し

よ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
び
は
、
こ
の
よ

う
な
楽
し
い
企
画
を
し

一
時
金
の
年
内
着
金

　
締
切
は
12
月
20
日

　
保
険
医
年
金
の
一
時
金
請
求

で
、
年
内
に
着
金
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
12
月
20
日
（
火
）
が

協
会
へ
の
書
類
提
出
締
切
日
と

な
り
ま
す
。
請
求
書
は
12
月
20

日
必
着
で
協
会
へ
お
送
り
下
さ

い
。

　
記
載
内
容
に
不
備
等
が
あ
る

と
、
年
内
に
着
金
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

保
険
医
年
金

下
さ
い
。
記
載
内
容
等
で
ご
不

明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
協

会
事
務
局
ま
で
お
気
軽
に
お
尋

ね
下
さ
い
。

　
年
内
に
着
金
し
た
一
時
金

は
、
2
0
2
2
年
分
の
申
告
と

な
り
ま
す
。

　
一
時
金
請
求
書
が
ご
入
用
の

際
は
、
協
会
事
務
局
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

個人事業者の消費税個人事業者の消費税

計算方法の選択は
　12月31日までに

ラ
テ
ン
テ
イ
ス
ト
溢
れ
る
演
奏
に
聴
き
入
る

ジ
ャ
ズ
を
楽
し
む
会
開
催

12 月のレセプト受取・締切
基
金・国
保
（※）

８日（木）９日（金）10日（土）

－ ○ 〇◎
○は受付会場設置日、◎は締切日

受付時間：基金９時～17時30分
　　　　　国保９時～17時
　　　　　労災８時30分～17時15分
業務時間：基金９時～17時30分
  　　　　国保８時30分～17時15分
　　　　　労災８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時
　　　　　　　　　　 ８～10日 ８時～24時

労
災
締
切

電子レセプト
紙媒体オンライン

請求
電子記録
媒体

10日（土）12日（月）12日（月）

ひ
ろ
せ
税
理
士
法
人

　
　
柴
田
陽
一
郎
税
理
士

楽
し
く
即
興
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

文化企画

協会ホームページを
ご活用下さい
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